
審 査 基 準 整 理 票 
 

処 分 名 砂利採取計画の認可（５００立方メートル以上の採取にかかるもの） 
根拠法令名 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号） 条項 第１６条 
基準法令名 － 条項 － 

所 管 部 署  土木交通部流域政策局 
 

処
理
区
分 

受付機関 土木事務所             標準処理期間 
 

６０ 日 
処理機関 土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政係 
交付機関 土木事務所 

審 
 

査 
 

基 
 

準 

基準の名称 
 

砂利採取計画認可準則（昭和４３年１０月２日付け化学工業局長・河川局長通達） 
砂利採取法の運用および解釈について（昭和４３年８月２９日付け通商産業省化学

工業局長・建設省河川局長通達） 
掲載図書等 河川六法、砂利採取法の解説 
内 容 □ 全内容記載       ■ 一部・項目のみ記載 
 
 
○ 砂利採取計画認可準則 
（昭和４３年１０月２日付け化学工業局長・河川局長通達） 
 

Ⅳ河川砂利の採取 
別添資料のとおり 
 
 
 

○ 「砂利採取法の運用および解釈について」 
（昭和４３年８月２９日付け通商産業省化学工業局長・建設省河川局長通達） 
 

記１ 砂利採取法の運用および解釈について 
・法第１６条（採取計画の認可）関係 

別紙のとおり 
 
 

策定年月日 昭和４３年 ８月２９日 最終改正年月日 平成２６年１２月 １日 

５－１－１ 



根 
 

拠 
 

条 
 

文 
 

等 

砂利採取法 
 （採取計画の認可） 
第１６条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場

ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事（当該砂利採取場

の区域の全部又は一部が河川区域等（河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に

規定する河川区域（同法第５８条の２第１項の規定により指定されたものを含む。）、同法第

５４条第１項に規定する河川保全区域及び同法第５８条の３第１項に規定する河川保全立体

区域をいう。以下同じ。）の区域内にあるときは、当該河川区域等に係る同法第７条に規定す

る河川管理者（同法第９条第２項若しくは第５項、第１１条第３項又は第９８条の規定によ

り、同法第２６条第１項及び第２７条第１項若しくは第５５条第１項及び第５８条の４第１

項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限に代わつて行い、又はその権限の委任

を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。））の認可を受けなければな

らない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

関
連
行
政
指
導
事
項 

正式の申請書を提出する前に、許可を受けようとする行為について、あらかじめ土木事務所に

協議すること。 

５－１－１ 



審 査 基 準 整 理 票 
 

処 分 名 砂利採取計画の認可（洗浄および５００立方メートル未満の採取にかかるもの） 
根拠法令名 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号） 条項 第１６条 
基準法令名 － 条項 － 

所 管 部 署  土木交通部流域政策局 
 

処
理
区
分 

受付機関 土木事務所             標準処理期間 
 

３０ 日 
処理機関 土木事務所 
交付機関 土木事務所 

審 
 

査 
 

基 
 

準 

基準の名称 
 

砂利採取計画認可準則（昭和４３年１０月２日付け化学工業局長・河川局長通達） 
砂利採取法の運用および解釈について（昭和４３年８月２９日付け通商産業省化学

工業局長・建設省河川局長通達） 
掲載図書等 河川六法、砂利採取法の解説 
内 容 □ 全内容記載       ■ 一部・項目のみ記載 
 
○ 砂利採取計画認可準則 
（昭和４３年１０月２日付け化学工業局長・河川局長通達） 
 

Ⅳ河川砂利の採取 
別添資料のとおり 
 
 
 

○ 「砂利採取法の運用および解釈について」 
（昭和４３年８月２９日付け通商産業省化学工業局長・建設省河川局長通達） 
 

記１ 砂利採取法の運用および解釈について 
・法第１６条（採取計画の認可）関係 

別紙のとおり 
 
 

策定年月日 昭和４３年 ８月２９日 最終改正年月日 平成２６年１２月 １日 

５－１－２ 



根 
 

拠 
 

条 
 

文 
 

等 

砂利採取法 
 （採取計画の認可） 
第１６条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場

ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事（当該砂利採取場

の区域の全部又は一部が河川区域等（河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に

規定する河川区域（同法第５８条の２第１項の規定により指定されたものを含む。）、同法第

５４条第１項に規定する河川保全区域及び同法第５８条の３第１項に規定する河川保全立体

区域をいう。以下同じ。）の区域内にあるときは、当該河川区域等に係る同法第７条に規定す

る河川管理者（同法第９条第２項若しくは第５項、第１１条第３項又は第９８条の規定によ

り、同法第２６条第１項及び第２７条第１項若しくは第５５条第１項及び第５８条の４第１

項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限に代わつて行い、又はその権限の委任

を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。））の認可を受けなければな

らない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

関
連
行
政
指
導
事
項 

 
正式の申請書を提出する前に、許可を受けようとする行為について、あらかじめ土木事務所に

協議すること。 

５－１－２ 



審 査 基 準 整 理 票 
 

処 分 名 砂利採取計画の変更の認可（５００立方メートル以上の採取にかかるもの） 
根拠法令名 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号） 条項 第２０条 
基準法令名 － 条項 － 

所 管 部 署  土木交通部流域政策局 
 

処
理
区
分 

受付機関 土木事務所             標準処理期間 
 

３０ 日 
処理機関 土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政係 
交付機関 土木事務所 

審 
 

査 
 

基 
 

準 

基準の名称 
 

砂利採取計画認可準則（昭和４３年１０月２日付け化学工業局長・河川局長通達） 
砂利採取法の運用および解釈について（昭和４３年８月２９日付け通商産業省化学

工業局長・建設省河川局長通達） 
掲載図書等 河川六法、砂利採取法の解説 
内 容 □ 全内容記載       ■ 一部・項目のみ記載 
 
○ 砂利採取計画認可準則 
（昭和４３年１０月２日付け化学工業局長・河川局長通達） 
 

Ⅳ河川砂利の採取 
別添資料のとおり 
 
 
 

○ 「砂利採取法の運用および解釈について」 
（昭和４３年８月２９日付け通商産業省化学工業局長・建設省河川局長通達） 
 

記１ 砂利採取法の運用および解釈について 
・法第２０条（採取計画の認可）関係 

次の場合は、本条の「変更」にあたらない。 
（１） 採取用機械を同じ型式の採取用機械に置き換えること。 
（２） 採取期間の短縮または採取量の減少を行うが、他の採取の方法、災害防止の方

法等はまつたく変更しないとき。 
 
 

策定年月日 昭和４３年 ８月２９日 最終改正年月日 平成２６年１２月 １日 

５－２－１ 



根 
 

拠 
 

条 
 

文 
 

等 

砂利採取法 
 （変更の認可等） 
第２０条 第１６条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しよう

とするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。

ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り

でない。  

関
連
行
政
指
導
事
項 

 
 

５－２－１ 



審 査 基 準 整 理 票 
 

処 分 名 砂利採取計画の変更の認可（洗浄および５００立方メートル未満の採取にかかるも

の） 
根拠法令名 砂利採取法（昭和４３年法律第７４号） 条項 第２０条 
基準法令名 － 条項 － 

所 管 部 署  土木交通部流域政策局 
 

処
理
区
分 

受付機関 土木事務所             標準処理期間 
 

２０ 日 
処理機関 土木事務所 
交付機関 土木事務所 

審 
 

査 
 

基 
 

準 

基準の名称 
 

砂利採取計画認可準則（昭和４３年１０月２日付け化学工業局長・河川局長通達） 
砂利採取法の運用および解釈について（昭和４３年８月２９日付け通商産業省化学

工業局長・建設省河川局長通達） 
掲載図書等 河川六法、砂利採取法の解説 
内 容 □ 全内容記載       ■ 一部・項目のみ記載 
 
○ 砂利採取計画認可準則 
（昭和４３年１０月２日付け化学工業局長・河川局長通達） 
 

Ⅳ河川砂利の採取 
別添資料のとおり 
 
 
 

○ 「砂利採取法の運用および解釈について」 
（昭和４３年８月２９日付け通商産業省化学工業局長・建設省河川局長通達） 
 

記１ 砂利採取法の運用および解釈について 
・法第２０条（採取計画の認可）関係 

次の場合は、本条の「変更」にあたらない。 
（１） 採取用機械を同じ型式の採取用機械に置き換えること。 
（２） 採取期間の短縮または採取量の減少を行うが、他の採取の方法、災害防止の方法

等はまつたく変更しないとき。 
 
 

策定年月日 昭和４３年 ８月２９日 最終改正年月日 平成２４年 ３月 １日 

５－２－２ 



根 
 

拠 
 

条 
 

文 
 

等 

砂利採取法 
 （変更の認可等） 
第２０条 第１６条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画を変更しよう

とするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。

ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り

でない。 

関
連
行
政
指
導
事
項 

 

 

５－２－２ 


